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1 計画の概要

平成 7年 1月 に発生した阪神・淡路大震災は、地震により6,400余 名の尊い犠牲者と、約 24万棟に及

ぶ住宅家屋の全半壊等甚大な被害をもたらした。

この地震による直接的な死者数は 5,502人となり、うち約 9割の 41831人が住宅・建築物の倒壊等によ

るものであったと言われている。この年、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され、建築物の

耐震化に取り組むことが定められた。

山形県では、国の地震調査研究推進本部地震調査委員会により「山形盆地断層帯、庄内平野東縁断層帯

等4断層帯の長期評価」が発表され、山形盆地断層帯においては、阪神・淡路大震災を上回るマグニチュ

ー ド78ク ラスの大規模地震が今後 30年以内にほば0～ 7%の確率で発生する可能性が指摘されている。
しかしながら近年、平成 15年の宮城県北部連続地震、十勝沖地震、平成 16年の新潟県中越地震、紀伊

半島南東沖地震、釧路沖地震、平成 17年の福岡県西方沖地震、宮城県沖地震と大地震が頻発しており、

大地震はいつどこで起きてもおかしくない状況にあるため、国は耐震改修を緊急に促進させるために平成

18年 1月 に耐震改修促進法を改正した。

その後も、平成 19年の能登半島地震、新潟県中越沖地震、平成 20年の岩手宮城内陸地震と大地震が発

生していることから、当町においても当該法律改正を踏まえ、今後の大地震に対する備えとして、昭和 56

年以前に建築された既存住宅・建築物の耐震化を促進するため、耐震性向上に関する総合的な施策の基本

となる「金山町建築物耐震改修促進計画」を定めるものである。

(1)計画の目的
「金山町建築物耐震改修促進計画」 (以下「促進計画」という。)は、町内の建築物の耐震診断及び耐

震改修等を促進することで、地震による建築物の倒壊等の被害を最小限に抑え、町民の人命や財産を保

護することを目的とする。

(2)計画の位置づけ
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成 7年法律第 123号、以下「耐震改修促進法」という。)

第 5条第 7項に基づき策定する本計画は、上位計画である「金山町地域防災計画」(平成 12年 3月 )と

の整合を図り、既存建築物の耐震改修に関する施策の基本的な方向性を示す計画である。

・耐震改修促進計画の位置付け

【法律】災害対策基本法、建築基準法、建築物の耐震改修の促進に関する法律

【国 】防災基本計画

【県 】山形県地域防災計画 (震災対策編)、 山形県耐震改修促進計画、山形県公共施設等耐震化指針

【町 】金山町地域防災計画、金山町建築物耐震改修促進計画

(3)計画期間

計画期間は、平成 20年度から平成 27年度までの 8年とする。なお、定期的に検証を行うものとし、

必要に応じて本計画を見直すものとする。
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2 建築物の耐震診断・改修の実施に関する日標

(1)想定される地震の規模、被害状況

現在までに金山町内で発生した大規模な地震としては、平成 20年 6月 に起きた岩手宮城内陸地震 (M

7.2)に より震度 4が観測されているが、県内にも山形盆地断層帯をはじめ、庄内平野東緑断層帯、新庄

盆地断層帯及び長井盆地西縁断層帯の4つの主要な断層帯が存在し、 3つの断層帯で阪神・淡路大震災

を上回るマグニチュー ド7.5～78ク ラスの大規模地震が発生する可能性が指摘されている。 (表-1)

加えて、隣接する宮城県沖地震 (M7.7)の今後 30年以内の発生確率が 99%と なつており、当町に与

える影響も懸念される。

(表-1)想定地震の長期評価一覧

断層名

庄内平野東縁断層帯

新庄盆地断層帯

山形盆地断層帯

(北部)

(南部)

地震の規模

約 M75

長井盆地西縁断層帯

約 M66～71

なお、「金山町地域防災計画」 (平成 12年 3月 )
次のとおりとなっている。 (表 -2)

(表-2)新庄盆地周辺地震の被害想定

約 M78

(約 M73)

(約 M73)

位置

遊佐町～旧藤島町

新庄市～舟形町

大石田町～上山市

(大石田～寒河江市)

(寒河江市～上山市)

断層の長さ

約 M77

約 38km

【想定条件】

□震源地 :新庄盆地周辺

□規模 :マ グニチュード

70

□震源の深さ :35km

□気象条件

冬の夕方及び早朝

:風速 3.3m/s、 積雪 50cm

夏の昼間

:風速 25m/s

朝日町～米沢市

11～23km

30年以内

約 60km

(約 29 km)

(約 31 km)

発生確率

ほぼ 0～6%

07～ 1%

100年以内

ほば 0～7%

(0002～ 8%)

(1%)

約 51km

ほば0～20%

(県総合防災課資料による)

において、新庄盆地周辺地震を想定した被害予測は

2～ 5%

公表年月

ほば0～20%

(001～20%)

(4%)

002%以下

平成 17年 4月

建物被害

事 項

平成 14年 7月

ライフライン被害

平成 14年 5月

(平成 19年 8月 )

(平成 19年 8月 )

01%以下

全壊計

半壊計

水道の断水世帯

平成 17年 2月

冬の夕方

建物倒壊及び火災

等による人的被害

地震火災

停電世帯

電話被害加入者

被害想定

4棟

30棟

冬の早朝

死亡者数

重傷者数

987世帯

負傷者数

367世帯

4棟

30棟

173世帯

夏の昼間

り災者

避難所生活者

0件

0人
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3棟

0人

21棟

986世帯

0人

0件

122人

363世帯

1人

45人

168世帯

7人

46人

0件

121人

0人

45人

0人

0人

84人

30ノ(



(2)耐震化の現状

① 住宅の状況

当町の建築物については、全体の 91.7%(表-3)が木造建てとなっており、その内住宅が約 2,000

戸となっている。現行の耐震基準が適用された昭和 56年より前の木造建築物については、推定で約

1,280戸 (表-4)と なっており、木造戸建住宅の耐震化が喫緊の課題となっている。

(表-3)金山町建築物木造率

専用住宅

家屋の種類

共同住宅・寄宿舎

併用住宅

木 造

農家住宅

旅館・料亭・ホテル

事務所・銀行・店舗

劇場・病院

公衆浴場

1,543

1

137

306

棟 数

工場・倉庫

土蔵

木造以外

棟割合%

合  計

付属家 (隣接小屋等)

294

01

26

木造計

(表-4)住宅の建設年代別戸数割合推定値

鉄骨等

8

46

延面積ド

259,491

147

25,386

42,223

0

53

251

2,475

昭和 26年～昭和 35年 (1951～ 1960)

0

58

H19.1.1現在

～昭和 25年 (～ 1950)

日召不日36年～日召和 45=手 (1961～ 1970)

１

　

９

０

　

０

面積割合%

建設年代

昭和 46年～昭和 56年 (1971～ 1981)

39.5

01

3.9

64

10

4.8

47.0

0

昭和 57年～平成 11年 (1982～ 1999)

4,820

1,463

5,199

0

0

平成 12年～平成 18年 (2000～ 2006)

(昭和 56年以前 小計 )

439

0

11,417

5,259

1     02

1     0.8

1         0

1         0

17

2.8

28.6

(町民税務課資料による)

② 耐震性

県が簡易診断により実施した耐震実態調査及び無料耐震診断等の結果によると、昭和 56年以前建築

の住宅であっても比較的耐震性があると推定される。(表 -5)

18,529

188,133

(昭和 57年以降 小計)

917

8 3

1000

戸建木造住宅

合  計

551,988

12.1%

104,719

4 5%

656,707

156%

(町民税務課資料による)

32_10/。  1    638戸

240テ百

643% 1  1,278戸

84 0

29.1% 1  578戸

90,百

16

310戸

0

100.0

6.6% :  131戸

左記以外の住宅

35.7% 1   709戸

1000% 1  1,978戸

00%

0.0%

158%

36.8%

527%

0戸

158%

0戸

31.6%1    6戸

3戸

473%:    9戸

7戸

100.0%

10戸

3戸

19戸



(表 -5)日召和 56年以前建築木造住宅の耐震診断結果

平成 15年度簡易診断による耐震実態調査

平成 16年度簡易診断による無料耐震診断

県内で実施 した耐震診断

平成 17年度簡易診断による無料耐震診断等

このことから、昭和 56年以前に建築された木造建築物の内、耐震診断を実施すると耐震性があると

考えられる推定値を30%にすると、約 380戸が耐震性ありと推定され、耐震性を満たすと考えられる

730戸と合わせると耐震化率 555%(11110戸)と推定される。

(表-6)住宅の耐震化率の推定

計

住宅総数

2,000戸

診断件数

51件

③

Ａ

27イ牛

昭和 57年以降 (710戸 )

建築物

公共施設 (町有施設)

179件

・町が所有する防災活動拠点及び住民が多数利用する施設総数 19棟の内、小学校等が 5棟で約 26%を

占めている。

・昭和 56年以前に建築された市町村施設は 11棟で全体の約 58%を占め、その耐震診断率は全体で

545%。 耐震化率は 684%と なるが、特に防災活動拠点の庁舎、学校施設等の耐震化が急がれる。

(表-9) 市町村公共施設 (防災活動拠点施設等となる建築物)施設区分別耐震改修状況

平成 19年 4月 1日現在 (非木造 2階以上、延べ床面積200席 を超えるもの)

耐震性あり

257件

昭和 56年以前 (1,280戸 )

8件 (15.7%)

15件 (555%)

59件 (33.0%)

82件 (31.9%)

耐震性なし

43件 (843%)

12件 (44.5%)

戸建て 380戸 (30%)

戸建て 900戸 (70%)

120件 (670%)

175件 (681%)

施設区分

全棟

数

①庁舎等

②消防本部・消防署

Ｓ５７
孵
馨
触
　
　
Ｂ

耐震性を満たす

1,100戸 (550%)

③医療機関等

Ｓ５６
苅
鰈
翻
　
　
Ｃ

④小・中学校等

Ｓ５６
鰤
鰈
礎
翻
‐こ占
眺
論
嗽A

耐震性が不十分

900,百 (450%)

⑤公民館等

⑥幅祉施設等

2

鱚
謝
勤
渤
触
　
　
Ｄ

⑦文化・体育施設等

⑥公営住宅

0

鯵
箸
動
触
　
　
Ｅ

5

O

合  計

3

鯵
靭
動
触
　
Ｆ

2

O

2

2

2

5

鯵
渤
触
　
Ｇ

19

40

0

O

鯵
桜
約
融
　
Ｈ

100

薩
謝
態
極
撤
　
　
‐〓
Ｃ・Ｄ

0

0

8

0

O

0

4

耐
傷
獅
撤
　
　
ＪＥＢ＋
関

O

O

0

朧
像
勤
嫌
数
　
　
Ｋ〓Ｈ＋
―

O

0

0

O

O

O

4

0

膿
謝
軌
判
　
　
哨

O

0

5

O

O

4

0

0

0

薩
悴
％
　
　
　
熟

4

O

0

0

O

O

-5-

2

0

0

O

O

O

0

3

0

0

0

O

0

2

50

2

O

0

0

6

0

5

0

12

O

455 632


